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第３８回和光市個人情報保護審議会会議録

１ 開会

１０時３０分開会。

２ 総務部次長あいさつ

３ 委員の紹介

＊委員の自己紹介（委員名簿順に行う）

（森山会長→竹村委員→松永委員→冨澤委員→伊藤委員→木暮委員→

山崎委員）

＊事務局の自己紹介

（末永次長→橋本課長補佐→栁下統括主査→宮澤主事補）

開 催 日 令和４年６月３０日（木）１０：３０～１２：０５

開 催 場 所 和光市役所３階 庁議室

出 席 者 森山裕紀子委員、竹村幸子委員、冨澤幸男委員、松永安正委員、

伊藤直良委員、木暮晃治委員、山崎雄一委員（以上７名出席）

（事務局）末永総務部次長兼情報推進課長、橋本課長補佐、

栁下統括主査、宮澤主事補

議 題 １ 令和３年度個人情報保護取扱事務について

２ 個人情報の保護に関する法律改正に向けた市の対応について

３ その他

資 料 次第

１－１ 令和３年度個人情報保護制度実施状況

１－２ 個人情報に係る請求受付処理簿（令和３年度）

１－３ 個人情報取扱事務登録目録 (令和３年度 )

１－４ 個人情報目的外利用・外部提供登録目録（令和３年度）

１－５ 個人情報取扱事務 登録状況一覧表（要配慮個人情報）

（令和３年度）

参考資料１ 令和３年度情報公開制度実施状況

参考資料２ 令和３年度公文書開示請求等受付処理簿

２ 個人情報保護に関する法律改正に向けた市の対応につい

て（案）
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４ 諮問

＊末永総務部次長より森山会長へ諮問事項の提出

５ 議事

⑴ 令和３年度個人情報保護取扱事務について

（森山会長） 議題（１）「令和３年度個人情報保護取扱事務」につい

て事務局から報告をお願いします。

＊事務局からの説明（情報推進課 栁下統括主査）

令和３年度個人情報取扱事務について

資料１－１「令和３年度個人情報保護制度実施状況」

資料１－２「個人情報に係る請求受付処理簿」

資料１－３「個人情報取扱事務登録目録（令和３年度）」

資料１－４「個人情報目的外利用・外部提供登録目録（令和３年度）」

資料１－５「個人情報取扱事務 登録状況一覧表（要配慮個人情報）

（令和３年度）」

に基づき説明。

※個人情報保護・情報公開制度実施状況の請求件数及び内容については、

広報６月号、和光市ホームページに掲載しています。

（森山会長） ただいまの説明について、何かご意見やご質問がござい

ますでしょうか。

（竹村委員） 総件数７１２件のうち、要配慮個人情報１６１件という

のは多い方なんでしょうか、少ない方なんでしょうか。

（森山会長） どのくらい要配慮個人情報が登録されているかであるた

め、多い少ないというよりは、どの部局に登録が多いかと

いうことだと思います。実際、市で登録が多いのはどの部

局でしょうか。

（事 務 局） 資料１－５で要配慮個人情報の登録状況をご確認いただ

けますが、保健福祉部の登録が最も多いです。

（森山会長） 市町村が保有する要配慮個人情報は、病歴や介護等に関

する情報が多いかと思いますので、やはり福祉部門が多い

ということになります。

（松永委員） 目的外利用・外部提供が終了しているとはどういう意味

ですか。一度登録すると終了はないものかと思いました。
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（森山会長） 個人情報の目的外利用や外部への提供については、定期

的ではなく一時的に利用する場合もありますので、その提

供が終了したということになると思います。

個人情報開示請求は、予防接種の記録が多いのですね。

（竹村委員） 資料１－５の１５番にいじめの記録とありますが、相談

を受けた際のメモは個人情報になりますか。以前、相談員

として相談を受けた際、メモについても開示請求を求めら

れたことがありましたので。

（森山会長） 組織で共有している文書は開示対象となりますが、単な

る手控えのメモ程度であれば開示の対象とはなりません。

他に ､ご質問がないようですので ､この辺で ､ご質問・意見

は終了とさせていただきます。

⑵ 個人情報の保護に関する法律改正に向けた市の対応について

（森山会長） 続きまして、諮問事項である、議事⑵「個人情報の保護

に関する法律改正に向けた市の対応」について審議します。

事務局から説明をお願いします。

＊事務局からの説明（情報推進課 栁下統括主査）

個人情報の保護に関する法律改正に向けた市の対応について

資料２ 「個人情報保護に関する法律改正に向けた市の対応について

（案）」

に基づき説明。

（森山会長） 非常に重い内容となりますが、皆さん方から ､ご質問・

ご意見がありましたらお願いします ｡

個人情報の取扱いについては、各市町村がそれぞれの定

義のもと運用しているため、全国で異なっており、例えば、

死者の個人情報の取扱いについても自治体で差があったり

しています。そのような中、オープンデータの活用を推進

していても、なかなか進まないため、個人情報の取扱いを

統一し、個人情報保護委員会が統一的な運用をすることに

なりました。本件については、以前から議論がされていま

したが、ついに実現されることになります。

今回、条例で定める部分について審議会で検討していた
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だきたいということですので、個別に意見を伺っていきた

いと思います。

ア 開示請求における手数料

（森山会長） 「開示請求における手数料」について審議します。現在、

市では手数料は無料とし、コピー代や郵送代の実費のみを

請求しているとのことです。市からは、現在の状況をスラ

イドし、手数料は無料で、実費のみを負担してもらうとい

う、現状維持の考え方が示されましたがいかがでしょうか。

（松永委員） 手数料とはどういうものでしょうか。また、国の手数料

はいくらですか。

（森山会長） 国の情報公開法に基づく手数料の場合、開示請求をする

時に 300 円の印紙を貼って申請を行います。そのため、実

際に１枚の写ししか交付されない場合も、300 円を支払う

ことになります。開示をする時に必ず手数料が発生してし

まうため、開示をする際の妨げになってしまっているとこ

ろもあります。市の場合は、請求時は無料で写しを交付す

るときにコピーに要した費用や郵送代のみを請求している

ため、引き続き同様に取扱いたいという案になります。

（竹村委員） 市民が開示請求をし易くしたほうが良いと思います。手

数料をとることで、開示請求がしにくくなることが懸念さ

れますので、現状のままで良いと思います。

（冨澤委員） 妥当だと思います。

（森山会長） 他にご意見が無いようでしたら、市の検討案でよろしい

でしょうか。（一同了承）

イ 開示請求等の手続（開示決定等の期限）

（森山会長） 次に、開示決定までの期間について審議します。法律に

基づくと「 30 日」、現行条例だと「 10 日」となりますが、

市としては、情報公開条例の開示決定期限の「 14 日」に

合わせたいという案が示されています。 14 日だと、法律

に基づく 30 日より短くなりますが、現状の 10 日よりは

長くなってしまうということになります。

一方で、個人情報開示請求と公文書開示請求の決定期限
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を 14 日に統一することで、市の事務をより適正に行うこ

とができるメリットもあると思います。また、現状の 10

日は、ビジネスディではなく、休日も含めた日数となるた

め、ゴールデンウィークなどの長期休みに当たってしまう

と、対応する市も大変だとは思います。現状の 10 日は短

い方だと思いますが、ご意見いかがでしょうか。

（竹村委員） 休日を含めた日数ではなく、市役所が開いている日で数

えての 14 日で良いと思います。

（山崎委員） 法で 30 日と規定されているのであれば、30 日でも良い

かと思います。短く設定して、延長する方が市民からの心

象が悪くなると思います。期間は 30 日とするが、実際は

14 日で対応するような運用にすれば良いのではないでし

ょうか。

（竹村委員） 市役所が開いている日で数えて何日とした方が、市民も

受け入れやすいのではないでしょうか。

（森山会長） 皆さんの意見をまとめますと、①市の検討案のとおり 14

日とする。②法に基づき 30 日とするが、14 日を努力目標

とする。③ 14 日とするがビジネスディとする。の３つの

意見が出たということでよろしいでしょうか。また、延長

については、法と同様の期間となりますので、市の検討案

でよろしいでしょうか。（一同了承）

ウ 審議会等への諮問について

（森山会長） 次に審議会等への諮問について審議します。今回の法改

正において、審議会についてどうするかは一つの争点とな

りました。そして、国は、専門的な知見に基づく意見を聴

くことが特に必要がある場合、審議会に諮問することがで

きると規定しました。現在の審議会においては、個人情報

の利用やオン ライン結合 のことなど多 くの事項につ いて

審議をしてい ただいてい て、イメージ としては国よ りも

10 歩くらい前を歩いているような運用をしていたのです

が、法律が強行規定になってしまっている関係で、審議会

を設置すると しても専門 的な知見によ る会議とする こと

になるような感じです。そのため、審議会は不要ではない

かと判断するご意見もありますし、専門的知見を求める審
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議会を設置し ても良いの ではないかと のご意見もあ りま

す。現在の運用ではオープンデータをするときには、各市

町村が審議会を通さなければならなく、統一的な運用がで

きていなかったため、国が専門的な審議会設置を求めたと

いう背景があります。

審議会 を設置 する しない の判断 ができ るかと は思 いま

すが、市からは規模を縮小してでも審議会は設置するとい

う案が示されています。

（伊藤委員） 元々、審議会を作った理由は何に基づいているのでしょ

うか。

（森山会長） 現在は、条例に基づき設置されています。地方自治体が

先駆的に情報公開や個人情報について取り扱ってきて、そ

れから遅れるかたちで国が取扱いを始めたのですが、国が

運用してみると、すでに個人情報保護条例が市ごとでバラ

エティある条例を運用していました。そのような中、和光

市も条例で審議会を設置していますし、当時は審議会を設

置することがスタンダードだったと思います。地方自治体

の審議会は長い歴史がありますが、国が統一的な運用をし

たいがため、今回法改正されたということになります。

（竹村委員） 和光市の場合も、昔から審議会が設置されており、市民

と一緒に作る ということ でこのような メンバーで行 って

きました。国が専門的な知見による審議会とすると言って

も、個人情報は地域によってそれぞれ異なるので、みんな

で共有してみんなでやっていくものだと思います。専門的

な会議と言われてしまうと引っかかる部分があります。和

光市が当時審 議会を設置 した時の市民 参加で進めて いく

という市民の思いから外れてしまうと思います。

（森山会長） そういう思いは多分にあると思います。個人情報は地方

自治体から始まった文化でもありますので、市民を交えて

という考え方もあると思いますが、今回法律がそのように

規定してしまっていますので、審議会を設置するかしない

かの判断をすることのみ検討できることになります。答申

の意見として、個人情報・情報公開については市民が作り

上げてきた歴 史があるの で独自の文化 について尊重 して

いただければ 良かったな どのご意見を 書かせていた だけ

ればと思います。法改正後は、法による統一的解釈ができ
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ることが多くなりますので、審議会は不要と判断すること

もできると思いますし、市として専門的知見による会議は

あったほうが いいのでは ないかという 考え方もある と思

います。

（松永委員） 審議する内容にもよるかもしれません。例えば、最近の

尼崎市のこと について和 光市ではどの ようにしてい るの

かチェックす ることで市 民の安心感を 得るだとかで しょ

うか。現在の審議会のように、個人情報の取扱件数のみを

審議するのはどうかと思うところもありますし、そういう

ことも含めて 内容につい て取り決めす る必要がある ので

はないでしょうか。

（森山会長） 審議会に求めているのは専門的知見による意見なので、

尼崎市の事件 でいうと個 人情報の安全 管理について 規定

どおり運用さ れているか を監査し意見 を述べること など

が考えられるかと思います。例えば神奈川県で納税情報が

入っていたハ ードディス クが流出して まった事件が あり

ました。これは、契約上はしっかりとしていて、委託先も

再委託先も個 人情報をし っかりと取り 扱うという認 証を

得ていました。しかし、ハードディスクを廃棄する際に神

奈川県に廃棄 証明書を提 出することに なっていたの です

が、これが提出されていなかったのです。実際、ハードデ

ィスクは初期化されていたのですが、初期化されていても

復元できるソフトがあり、復元した人から神奈川県に連絡

があり発覚し事件となります。このことを受け総務省から

は、ハードディスクを廃棄するときには物理的にその場で

廃棄することについてガイドラインで示されました。今後

は、技術の発展とともに対策も考えていかなければならな

く、適切に監視監督をする必要があるため、専門的な知見

による議論が求められているのではないかと思います。

（松永委員） 審議会を設置するのは誰なのでしょうか。

（森山会長） 市長が主導となり市が設置していくことになります。今

回のように市から諮問を受け、専門的知見で審議し、専門

的な知見による答申を提出する流れになると思います。

（松永委員） そういう観点であれば、専門的な審議会は必要であると

思います。

（伊藤委員） 第三者の専門的知見によるチェックは必要かと思います
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が、審議会の立ち位置が国が示しているものと違うのかと

思います。市民目線で個人情報を見る必要があると思いま

すし、市も市民の意見を聴きたいということでできたのが

この審議会だと思います。今回法律では、一般的な意見は

いらないということですよね。

（森山会長） 審議会という形ではいらないということになります。専

門的な知見によりどうするか審議するものであって、市民

からの監視監 督という審 議会ではない ということに なり

ます。

（伊藤委員） 現状の審議会ではなくなった場合は、市民意見は議会が

判断していくことになるかと思いますが、今回、専門的知

識によるとなっていますが無理かなと思っています。尼崎

の件にしても分かる人、つまりそれをした人に聴かないと、

いくら市が審議会を設置したところで無理だと思います。

（竹村委員） 民生委員は自分の担当地区については、個人情報の開示

請求ができることになっています。和光市では高齢者の見

守りをしたいと審議会に提案し、現在、民生委員には担当

地区の 75 歳以上の方の名簿を開示してもらえるようにな

っています。そういうこともあるので、あまりデジタルの

チェックのこ とについて 専門的知識を もらうだけで はな

く、開示の範囲についてもみんなでチェックをして決めて

いかなければならないと思います。自治会名簿についても

個人情報との理由で開示されていませんが、市は地域包括

ケアを推進し市民参加による取組みを行っています。その

ような中、今までの審議会を継続せず、専門的な会議にし

てしまうのはいかがなものかと思います。

（山崎委員） 専門的な知見ということになると、市民公募は含まない

との考えになるのでしょうか。

（森山会長） 法では、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的

な知見に基づ く意見を聴 くことが特に 必要な場合と 規定

されていますので、基本的には IT であったり、法律であ

ったりの専門家が選出されることになると思います。

（山崎委員） 市民に限定しているわけではないでしょうか。

（森山会長） 市民に限定しているわけではないと思います。限定して

しまうと選出できない地域とかもありますので。

（冨澤委員） 民生委員で高齢者名簿や要支援者名簿を取り扱っていま
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すが、いままで紛失・流出したこともありませんし、これ

からもないと思います。審議会を設置することは反対では

ありませんが、設置するとやっかいかなとも思います。

（木暮委員） 本件には情報を使うこととそれをコントロールすること

の二面性があると考えます。また、専門的知見については、

その範囲と具 体的な定義 を共有するこ とが重要と考 えま

す。市民委員は積み上げがないので専門的なことといわれ

ても無理があると思います。

（森山会長） その点については、ガイドラインの中で示されてくると

思いますが、基本的には市民は含まれない考え方になるか

とは思います。

それでは、審議会を設置した方がよろしいでしょうか。

設置は不要でしょうか。

（冨澤委員） 私は、後者のほうです。

（森山会長） 設置はいらないということですね。

（竹村委員） 審議会については、現状と変えなければならないという

ことですか。専門的な委員と言いますが、本当に専門的な

のかと思いますし、専門的な知見によるという点では審議

会になじまないかと思います。審議会はいらいないと思い

ますが、別の機関として設けてほしいと思います。

（森山会長） 別の機関とはどのようなものですか。

（竹村委員） 市が専門的なチェックを求めるのであれば、審議会とし

てではなくチェック機関として置けば良いと思います。必

ず作らなけらばならないのではなく、条例で作ることがで

きるということですよね。

（森山会長） 審議会は作っても作らなくても良いですが、条例で設置

できる審議会は専門的知見による審議会になってしまい、

市民参加の審 議会を作る ことはできな くなってしま いま

す。個人情報の取扱いについては、法改正により条例で決

められることが限定されてしまいます。先ほど事務局から

説明がありましたが、条例で決められることは、手数料で

あったり、開示決定期限を短縮すること、条例要配慮個人

情報についてなどになります。

個人的には、IT とか法律とかの専門家による審議会を設

置してもいいかと思います。別途、依頼すると顧問料とか

が発生したりしますので。
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設置しても良いという意見もある一方、しなくても良い

という両方の 意見がある ということで 答申には記載 した

いと思います。（一同了承）

エ 個人情報ファイル簿の新設（個人情報登録簿の廃止）について

（森山会長）次に個人情報ファイル簿の新設について審議します。こち

らについては、法で作成することが義務付けられていて、今

まで作成し ていた個人 情報登録簿と同様の役割を持つこと

から、登録簿は廃止し、個人情報ファイル簿のみを作成する

ということになります。ご意見はありますでしょうか。無い

ようでしたら、市の検討案でよろしいでしょうか（一同了承）

オ 行政機関等匿名加工情報制度について

（森山会長）次に行政機関等匿名加工情報制度について審議します。こ

ちらは、オープンデータに活用する際などに用いられること

になります。都道府県は義務とされますが、市は任意である

ため、他の自治体の動向を見ながら検討していくとのことで

す。実際、導入して提案等をしていくのも大変な作業となり

ますので、まずは様子見で良いかと思いますがいかがでしょ

うか。ご意見が無いようでしたら、市の検討案でよろしいで

しょうか（一同了承）

カ 条例要配慮者個人情報について

（森山会長）次に条例要配慮者個人情報について審議します。要配慮個

人情報の定義について、国の規定と条例が同じであることか

ら、条例で新たな項目を規定しないということですので、よ

ろしいかと思いますがいかがでしょうか。ご意見が無いよう

でしたら、市の検討案でよろしいでしょうか（一同了承）

カ 開示等請求における不開示情報の範囲について
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（森山会長）次に開示等請求における不開示情報の範囲について審議し

ます。情報公開条例との整合性を図る規定を条例に設けるか

どうかになります。今回、法と情報公開条例の比較等が示さ

れてはいませんが、市は比較した上で必要に応じて対応して

いくと示していますがいかがでしょうか。ご意見が無いよう

でしたら、市の検討案でよろしいでしょうか（一同了承）

以上で、検討すべき事項の審議は終了しました。

６ 連絡事項等

（森山会長） それでは、予定された議題は以上でございますが、事務

局から何かありますか。

（事 務 局） それでは、事務連絡を２点いたします。

まず、１点目は次回会議の日程についてです。次回会議

は、８月３１日（木）午前１０時３０分から市役所４階 4

４０３会議室で開催いたします。

続いて、２点目は、議事３（２）で説明しました「個人

情報保護に関する法律改正に向けた市の対応」ついてです。

本日皆様からご意見をいただきましたが、限られた時間で

の議論でしたので、会議後、ご意見がある場合は、７月１

４日（木）までに可能であればメールにてご提出いただき

たいと思います。以上となります。

（森山会長） ご意見等がないようでしたら、以上をもちまして警戒と

いたします。本日はありがとうございました。

１２時 0５分閉会


